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玉
軸
受
等
に
対
し
て
課
す
る
報
復
関
税
に
関
す
る
政
令
（
案
）
参
照
条
文

◎

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
抄
）

（
入
国
者
の
輸
入
貨
物
に
対
す
る
簡
易
税
率
）

第
三
条
の
二

前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
本
邦
に
入
国
す
る
者
が
そ
の
入
国
の
際
に
携
帯
し
て
輸
入
し
、
又
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
別
送

し
て
輸
入
す
る
貨
物
に
対
す
る
関
税
の
率
は
、
関
税
に
関
す
る
他
の
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
輸
入
貨
物
に
つ
い
て
課
さ
れ
る
関
税
、
内
国

消
費
税
（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
条
第
一
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る

内
国
消
費
税
を
い
う
。
）
及
び
地
方
消
費
税
の
率
を
総
合
し
た
も
の
を
基
礎
と
し
て
算
出
し
た
別
表
の
付
表
第
一
に
よ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が

入
国
の
際
に
携
帯
し
て
輸
入
す
る
貨
物
又
は
別
送
し
て
輸
入
す
る
貨
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
全
部
に
つ
い
て
同
表
に
よ
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
旨
を
税

関
に
申
し
出
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
省

略
）

（
少
額
輸
入
貨
物
に
対
す
る
簡
易
税
率
）

第
三
条
の
三

第
三
条
の
場
合
に
お
い
て
、
次
条
か
ら
第
四
条
の
八
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
輸
入
貨
物
の
課
税
標
準
と
な
る
価
格
（
数
量

を
課
税
標
準
と
し
て
関
税
を
課
す
る
貨
物
（
以
下
「
従
量
税
品
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
価
格
を
い
う

も
の
と
す
る
。
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
項
第
一
号
及
び
第
八
項
第
一
号
、
第
十
一
条
並
び
に
第
十
四
条
第

十
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
十
万
円
以
下
の
輸
入
貨
物
（
本
邦
に
入
国
す
る
者
が
そ
の
入
国
の
際
に
携
帯
し
て
輸
入
し
、
又
は
前
条

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
別
送
し
て
輸
入
す
る
貨
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
関
税
の
率
は
、
関
税

に
関
す
る
他
の
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
の
付
表
第
二
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
輸
入
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
輸
入
貨

物
が
郵
便
物
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
郵
便
物
の
名
あ
て
人
）
が
当
該
輸
入
貨
物
の
全
部
に
つ
い
て
同
表
に
よ
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
旨

を
税
関
に
申
し
出
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
省

略
）

（
報
復
関
税
等
）

第
六
条

世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
九
条
に
お
い
て
「
世
界
貿
易
機
関
協
定
」
と
い
う
。
）
に

基
づ
い
て
直
接
若
し
く
は
間
接
に
本
邦
に
与
え
ら
れ
た
利
益
を
守
り
、
又
は
世
界
貿
易
機
関
協
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
か
ら
輸
出
さ
れ
、
又
は
そ
の
国
を
通
過
す
る
貨
物
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
承

認
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
及
び
貨
物
を
指
定
し
、
別
表
の
税
率
に
よ
る
関
税
の
ほ
か
、
当
該
貨
物
の
課
税
価

格
と
同
額
以
下
の
関
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一

世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
で
あ
つ
て
、
世
界
貿
易
機
関
協
定
に
基
づ
い
て
直
接
若
し
く
は
間
接
に
本
邦
に
与
え
ら
れ
た
利
益
を
無
効
に
し
、

若
し
く
は
侵
害
し
、
又
は
世
界
貿
易
機
関
協
定
の
目
的
の
達
成
を
妨
げ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
状
況
の
あ
る
国

当
該
国
に
対
す
る
譲
許
そ
の

他
の
義
務
の
停
止
に
つ
い
て
の
世
界
貿
易
機
関
協
定
附
属
書
二
紛
争
解
決
に
係
る
規
則
及
び
手
続
に
関
す
る
了
解
第
二
条
に
規
定
す
る
紛
争
解

決
機
関
に
よ
る
承
認

二

（
省

略
）

２

（
省

略
）

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

◎

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
（
抄
）

（
原
産
地
の
意
義
）

第
五
十
条

法
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
原
産
地
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
品
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
国

又
は
地
域
（
以
下
「
原
産
地
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

一
〜
二

（
省

略
）

２
〜
３

（
省

略
）

（
原
産
地
の
証
明
）

第
五
十
一
条

１
〜
３

（
省

略
）

４

原
産
地
証
明
書
は
、
そ
の
証
明
に
係
る
物
品
の
輸
出
の
際
（
税
関
長
が
や
む
を
得
な
い
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
輸
出
後
そ

の
事
由
に
よ
り
相
当
と
認
め
ら
れ
る
期
間
内
）
に
、
当
該
物
品
の
輸
出
者
の
申
告
に
基
づ
き
原
産
地
の
税
関
（
税
関
が
原
産
地
証
明
書
を
発
給
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
原
産
地
証
明
書
の
発
給
に
つ
き
権
限
を
有
す
る
そ
の
他
の
官
公
署
又
は
商
業
会
議
所
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
機
関
で
、
税
関
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
）
が
発
給
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
省

略
）

（
原
産
地
証
明
書
の
有
効
期
間
）

第
五
十
三
条

原
産
地
証
明
書
は
、
そ
の
証
明
に
係
る
物
品
に
つ
い
て
の
輸
入
申
告
（
関
税
法
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
含
む
。

）
の
日
に
お
い
て
、
そ
の
発
給
の
日
か
ら
一
年
以
上
を
経
過
し
た
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
そ
の
期
間
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
税
関
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


